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 端末整備・更新計画   令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

① 児童生徒数   228  231 - - - 

② 予備機を含む整備上限
台数  

 262  265  - - -  

③ 整備台数  

（予備機除く）  
0   231 -   - -  

④ ③のうち  

基金事業によるもの  
0   231 -  -  -  

⑤ 累積更新率  0   100 100  100  100  

⑥ 予備機整備台数  0   34 0  0 0 

⑦ ⑥のうち  

基金事業によるもの  
0   34 0  0 0 

⑧ 予備機整備率  -  14.7  -  -  -  

（端末の整備・更新計画の考え方）  

越知町では、令和 2年度に越知町立小中学校に 330台（ｉＰａｄ）を整備している。 

今回のＧＩＧＡスクール構想第 2期における端末整備・更新でもｉＰａｄに更新予定

である。 

令和 7年度の児童生徒数（小学 1年～小学 6年、中学 1年～中学 3年）に予備機を含

めた 265台を令和 7年度に更新する予定としている。 

  

 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

 令和 2年度に整備した端末について、使用可能な端末は、学校や役場内等での業務端
末として活用する。 

 

端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。  

・自治体の職員が行う  

・処分事業者へ委託する 

 

 

 

  


